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現

段

階

於

げ

る

租

税

鵠

系

土

方

成

美

現
段
階
に
於
け
る
租
韓
瞳
系

て
生
産
力
の
増
大
、
貯
蓄
の
奨
励
が
必
要
で
あ
り
、
然
も
人
心
や
や
も
す
れ
ば
享
楽
投
機
に
傾
か
ん
と
す
る
我
経
済
の
現
段
階

κ於
て
は
一
一
般
に
次
の
様
に
稲
税
鰻
系
を
定
め
り
引
E
」
が
出
来
れ
ば
大
積
理
論
に
叶
っ
た
租
税
閥
系
と
た
ら
う
。
先
づ
所
得
税
b
L
山
山

来
る
限
り
闘
税
関
一
糸
の
中
相
究
ら
し
め
る
と
し
て
、
附
得
税
K
祇
て
同
州
制
刊
を
獄
相
刊
附
仰
と
消
費
所
得
と
に
分
っ
て
課
税
す
る
を
尚
也

と
す
る
。
蓋
し
今
日
の
経
済
機
構
の
下
に
於
て
、
笹
利
乃
至
生
産
は
企
業
翠
位
に
個
人
と
離
れ
て
物
的
に
営
ま
れ
て
居
り
、
消
費
は

家
族
中
心
に
営
ま
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
、
所
得
に
つ
い
て
も
、
獲
得
に
着
目
す
る
揚
合
に
は
、
或
程
度
ま
で
物
的
課
税
を
行
ふ
の
は

定
に
止
む
を
得
た
い
と
こ
ろ
で
る
る
。

之
を
人
的
に
課
税
せ
ん
と
し
て
も
、

忽
ち
法
人
課
税
等
に
於
て
賀
行
不
能
に
陥
る
の
で
あ

る
。
か
〈
の
如
〈
、
獲
得
所
得
と
、
消
費
所
得
と
を
匝
別
せ
歩
、

一
律
に
課
税
せ
ん
と
す
る
所
に
現
租
税
閥
系
の
混
飢
が
あ
る
わ
け

で
あ
る
。
而
し
て
前
者
を
(
一
)
内
園
よ
り
得
る
所
得
と
、
(
一
一
)
外
園
よ
り
得
る
所
得
、
之
を
更
に
、
例
へ
ば
(
イ
)
資
産
所
得
、
(
ロ
)

勤
務
所
得
、
(
ハ
)
混
合
所
得
、
(
イ
)
を
山
内
不
動
産
所
得
問
、
と
動
産
所
得
、
山
内
を
判
農
地
所
得
と
例
市
街
地
所
得
(
家
屋
を
含
む
)
、
閣

を
帥
可
見
動
産
所
得
と
何
不
可
見
動
産
所
得
、
(
ロ
)
を
山
内
被
傭
所
得
と
倒
峨
業
所
得
、
(
ハ
)
を
山
内
資
産
を
主
と
す
る
替
業
所
得
と
倒

現
段
階
に
於
け
る
租
税
鐘
系

四
五
七



現
段
階
に
於
け
る
租
税
控
系

四
五
凡

勤
務
を
主
と
す
る
管
業
所
得
と
一
五
ふ
様
に
、
獲
得
所
得
の
性
質
陀
従
っ
て
匝
別
し
、
所
得
源
泉
の
維
持
と
所
得
獲
得
の
鋳
に
要
す
る

資
産
及
び
勤
労
の
程
度
に
従
っ
て
夫
k

異
た
る
取
扱
を
も
っ
て
所
得
を
出
来
る
限
り
共
の
源
泉
に
於
て
課
税
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
所

得
税
に
於
て
源
泉
主
義
た
尤
も
徹
底
し
た
闘
で
、
「
つ
ル
ウ
イ
ン
報
北
口
」
の
議
合
提
品
、
と
同
時
に
一
九
二
七
年
初
織
さ
れ
た
所
得
税
裳

理
委
員
舎
に
依
っ
て
名
種
源
泉
所
得
総
の
整
理
減
授
の
某
礎
調
交
が
進
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
此
の
委
員
舎
の
作
製
し
た
所
得
法

k
b斗一

4

、

目』
7
4
1
-
H
1
q刈

「ヘ
l
d
j
L
Jふ
b
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九
乃
五
O
J
一
五
の
4
A
v
k
治
ん
で
め
も
u

間

行
の
所
得
税
に
於
て
も
A
乃
至
E
の
五
の
ス
ケ
ヂ
ュ
ー
ル
に
分
た
れ
、
所
得
税
の
七

O
%
は
源
泉
課
税
に
よ
っ
て
徴
牧
せ
ら
れ
て
ゐ

る。
元
来
今
日
ま
で
の
理
論
に
於
て
、
或
人
の
受
〈
る
所
得
は
出
来
る
限
り
、
之
を
一
括
し
て
綜
合
累
進
枕
を
課
す
る
の
が
理
想
と
せ

ら
れ
て
来
た
。
然
る
に
現
在
の
経
済
組
織
は
か
L

る
綜
合
そ
不
可
能
(
法
人
町
一
留
保
所
得
)
乃
至
甚
だ
し
く
困
難
な
ら
し
め
る
揚
合
、
無

記
名
枇
債
務
、
銀
行
預
金
の
利
子
等
が
極
め
て
多
い
の
み
で
は
た
く
、
所
得
は
其
源
泉
、
支
詮
を
具
に
す
る
に
従
っ
て
具
る
取
扱
を

た
す
を
正
営
と
す
る
理
由
も
充
分
に
存
在
し
て
居
る
。

所
得
の
源
泉
の
差
に
よ
っ
て
、
課
税
上
の
取
扱
を
異
に
す
る
こ
と
は
、
現
に
勤
持
所
得
に
射
す
る
控
除
査
定
等
に
於
て
既
に
之
を

賀
行
し
て
居
る
黙
で
あ
る
。
共
他
所
得
の
種
類
に
よ
っ
て
股
税
の
難
易
に
著
し
い
差
異
が
あ
る
。
之
等
を
一
一
律
無
差
別
的
に
扱
ふ
と

と
の
不
公
卒
左
る
事
は
自
ら
明
か
た
る
所
で
あ
る
。
更
に
所
得
が
衣
食
住
英
他
の
生
活
費
に
消
費
せ
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
貯
蓄
乃

至
投
資
せ
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
課
税
上
の
待
遇
を
異
に
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
っ
て
、
之
を
無
差
別
に
綜
合
課
税
す
る
事
は
率
ろ
不

合
理
で
あ
る
と
云
は
友
け
れ
ば
友
ら
ぬ
。



し
か
し
、
か
〈
の
如
き
源
泉
課
税
論
に
謝
し
て
は
、
大
所
得
に
色
、
小
所
得
に
も
原
則
と
し
て
一
様
に
比
例
税
率
を
も
っ
て
臨
ま

ιな
け
れ
ば
な
ら
た
い
賭
か
ら
、
其
不
営
を
云
ふ
人
が
多
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
今
日
ま
で
庚
く
行
は
れ
て
ゐ
る
泉
進
枕
の
模
様
論

た
る
も
の
は
、
均
等
犠
牲
一
況
に
し
て
も
、
最
少
犠
牲
誠
に
し
て
も
、
所
得
中
消
費
せ
ら
れ
る
部
分
に
付
て
の
立
論
で
あ
っ
て
、
貯
蓄

乃
至
投
資
せ
ら
れ
る
部
分
に
付
て
は
甲
南
進
役
の
根
操
論
は
無
い
か
、
あ
り
と
し
て
ち
共
論
鎌
は
極
め
て
薄
弱
で
あ
る
。

貯
蓄
乃
至
投
資
せ
ら
れ
る
部
分
の
所
得
に
つ
い
て
も
、
累
進
従
が
正
し
い
と
云
は
ん
が
た
め
に
は
、
そ
れ
は
所
得
の
可
及
的
平
等

を
寅
現
ナ
る
の
が
理
想
で

b
る
と
云
ふ
議
治
の
外
に
は
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。
今
所
得
の
平
等
在
る
分
配
(
消
費
の
平
等
主
は
同
一
で
は
な

ど
が
理
想
で
あ
る
か
否

h
a攻
4
1河
川

p
b
る
o

込
ら
ノ
¥
与
教
の
人
々
は
感
情
的
に
所
得
の
一
平
等
た
る
分
配
に
左
前
ず
る
で
あ
ら
う
。

し
か
し
現
在
の
経
済
機
構
の
下
に
於
て
は
、
若
し
此
議
論
を
徹
底
せ
ん
と
せ
ば
、
大
資
本
は
出
来
る
限
り
小
資
本
に
分
解
す
る
の
が

理
想
で
あ
り
、
小
規
模
経
営
は
大
規
模
経
替
に
優
る
と
云
ふ
議
論
と
友
り
、
合
理
化
の
傾
向
に
反
針
せ
ざ
る
を
得
止
な
い
事
に
た
る
。

勿
論
凋
占
の
弊
等
は
極
力
排
除
し
怠
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
け
れ
ど
も
.
投
資
乃
至
貯
蓄
せ
ら
れ
る
所
得
に
つ
い

て
も
共
八
万
配
の
平
等
が
理
想
で
あ
る
と
す
る
の
は
今
日
の
経
憐
機
構
と
は
相
容
れ
な
い
議
論
で
あ
る
。

枇
舎
政
策
的
見
地
か
ら
見
て
も
、
富
者
が
必
要
以
上
の
享
楽
的
消
費
に
支
出
す
る
所
得
部
分
に
針
し
て
累
進
的
に
貫
殺
を
課
す
る

こ
と
は
、
或
程
度
ま
で
杜
舎
政
策
的
目
的
に
副
ふ
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
貯
蓄
乃
至
投
資
に
充
常
せ
ら
れ
る
所
得
陀
向
っ
て
京
一
税
を

課
ず
る
結
果
は
、
時
と
し
て
生
産
資
本
を
枯
渇
せ
し
め
て
、
か
へ
っ
て
持
働
者
の
失
業
、
物
債
の
騰
貴
等
を
将
来
し
て
、

か
へ
っ
て

枇
曾
政
策
的
目
的
に
反
ナ
る
事
も
あ
る
。

小
所
得
者
と
し
て
は
、
租
税
を
甑
課
さ
れ
る
と
と
が
望
ま
し
い
に
は
相
違
な
い
け
れ

E

も
、
そ
れ
に
も
増
し
て
嫌
悪
す
る
の
は
牧
入
源
泉
の
壮
絶
で
あ
り
、
生
活
費
の
昂
騰
で
あ
る
。
色
と
よ
り
富
者
の
享
奨
的
消
費
に
重

現
段
階
に
於
け
る
租
税
控
系

四
孟
九
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O

課
す
る
揚
合
に
於
て
も
、
時
と
し
て
宮
者
の
蓉
修
を
抑
制
し
て
、
葬
修
口
問
製
造
業

κ従
事
す
る
人
々
の
失
業
を
導
〈
虞
恋
し
と
し
左

ぃ
。
し
か
し
全
館
の
生
産
中
、
十
存
修
口
間
生
産
の
占
め
る
割
合
は
比
較
的
僅
少
で
る
る
か
ら
、
之
に
よ
っ
て
持
働
者
の
受
く
る
打
撃
は

比
較
的
僅
少
で
あ
ら
う
。

叉
、
現
在
の
念
激
な
る
物
煩
騰
貴
、
軍
事
費
の
膨
脹
を
前
に
し
て
、
生
産
力
棋
党
の
念
務
で

b
る
こ
と
は
一
五
ふ
を
侠
た
ね
で
あ
ら

?
3
'総
合
課
枕
ほ
利
廻
り
採
算
古
不
仲
間
定
に
し
て
、
殊
に
公
山
川
位
?
に
就
て
の
み
例
県
課
税
が
ん
容
認
せ
ら
れ
る
如
哲
抑
制
合
K
於
て
以

株
式
枇
債
へ
の
投
資
を
臨
時
時
せ
し
め
て
企
業
披
張
生
産
力
讃
充
へ
の
柱
桔
と
た
る
事
を
考
慮
し
左
げ
れ
ば
な
ら
左
h
o

更
に
、
獲
得
所
得
に
針
す
る
累
進
税
が
縛
嫁
を
惹
起
せ
守
し
て
、
納
税
者
の
負
捨
に
局
す
る
た
ら
ば
自
ら
別
論
で
あ
る
が
、
現
経

済
機
構
の
下
に
於
け
る
利
廻
り
平
準
作
用
は
此
結
果
を
阻
止
す
る
。
印
ち
た
と
へ
大
所
得
と
雌
も
、
累
進
税
率
に
土
る
課
税
を
受
け

た
る
結
果
、
資
本
の
利
廻
り
が
、
営
時
の
市
担
額
に
於
け
る
最
低
利
廻
り
以
下
に
な
る
揚
合
に
は
、
資
本
は
他
に
移
動
し
て
、
少
〈
と

も
最
低
利
廻
り
を
得
る
ま
で
生
産
は
縮
小
せ
ら
れ
、
生
産
物
の
債
絡
は
騰
貴
す
る
筈
で
る
っ
て
、
租
殺
は
共
限
り
に
於
て
輔
嫁
し
、

大
所
得
重
課
の
目
的
は
達
し
得
ざ
る
こ
と
h
-
な
る
。
獲
得
所
得
に
針
す
る
累
進
税
は
、
資
本
に
封
す
る
利
廻
り
に
従
っ
て
課
税
す
る

超
過
利
得
税
を
も
っ
て
す
る
外
は
た
い
。

綜
合
課
税
に
よ
る
脱
税
が
如
何
に
多
い
か
、
而
し
て
共
結
呆
は
形
式
上
大
所
得
に
重
課
し
た
る
が
如
く
で
あ
っ
て
、
費
質
に
於
て

必
し
も
共
同
的
を
迷
し
て
ゐ
左
い
事
は
吠
の
事
貧
を
見
れ
ば
明
瞭
で
あ
る
。

現
行
所
得
税
中
第
二
種
所
得
税
及
び
第
三
種
所
得
税
忙
於
け
る
配
首
所
得
額
を
見
る
に
、
昭
和
九
年
度
第
二
種
に
於
て

一
九
、
九

五
八
千
困
、
第
三
種
に
於
て
二
瓦
三
、
八
三
二
千
圏
、
合
計
二
七
三
、
七
九

O
千
固
と
な
る
。
こ
れ
を
四
割
哲
除
前
の
配
営
額
に
換
算



す
れ
ば
約
四
億
四
千
寓
固
と
な
る
。
然
る
に
主
税
局
年
報
に
よ
る
昭
和
九
年
度
配
嘗
所
得
は
普
通
合
枇
配
蛍
八
二
二
、
一
三
六
千
国
.

同
族
合
祉
配
常
一
一
四
七
、
八
三
二
千
圏
、
合
計
一
、

O
六
0
.
九
六
九
千
闘
で
る
る
か
ら
、
差
引
六
億
二
千
寓
国
ば
か
り
が
脱
税
し
て

ゐ
る
事
に
友
る
。
配
蛍
所
得
の
如
き
記
名
式
の
も
の
に
し
て
向
且
つ
之

rけ
の
脱
税
が
あ
る
。
吐
債
等
の
無
記
名
式
詮
券
所
得
、
銀

行
預
金
利
子
等
を
も
綜
合
課
税
せ
ん
と
す
れ
ば
、
如
何
に
脱
税
が
多
い
か
は
想
像
に
徐
り
が
あ
る
。

牧
税
官
腐
の
検
査
、
調
交
榛
能
を
撰
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
股
挽
防
止
を
計
ら
う
と
の
議
論
も
あ
る
に
ら
う
が
、
之
に
よ
っ
て

起
る
官
民
の
摩
擦
に
は
恐
る
べ
き
も
の
が
る
ら
う
。

二
、
突
に
ほ
費
所
得
ほ
消
資
の
方

-H
に
従
っ
て
分
類
し
、
夫
々
一
異
な
る
税
率
を
以
て
最
後
の
消
費
者
を
課
税
す
る
や
う
に
す
る
の

が
川
崎
想
t
あ
あ
。
例
へ
ぽ
市
消
費
所
得
を
飲
食
消
費
川
住
居
消
費
、
被
服
消
費
、
光
熱
消
費
刷
交
通
消
賞
、
者
修
消
究
と
云
ふ
椋
に

分
類
し
、
名
穏
消
費
の
仲
縮
性
の
大
小
に
従
ひ
消
費
所
得
能
力
を
課
税
す
る
と
と
と
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
此
の
事
は
恐
ら
〈
賓
行

上
に
非
常
な
る
困
難
を
伴
ふ
を
以
で
、
消
費
所
得
全
憶
を
と
ら
へ
て
累
進
的
に
課
税
し
、
更
に
所
得
税
以
外
の
賓
上
積
等
に
よ
っ
て

此
の
差
別
課
税
を
賞
行
す
る
外
は
あ
る
ま
い
。

源
泉
課
税
主
義
は
租
税
遁
脆
を
困
難
な
ら
し
め
、
各
種
獲
得
所
得
を
洩
れ
友
〈
促
へ
る
上
に
最
も
有
放
な
課
税
方
法
で
あ
る
が
、

併
し
之
を
如
何
に
徹
底
せ
し
め
て
も
必
十
や
遺
脱
が
趨
る
。
例
へ
ば
州
営
業
者
に
非
ざ
る
も
の
の
な
す
投
機
に
よ
る
所
得
の
如
き
が
そ

れ
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
消
費
用
得
の
課
税
に
就
て
も
謂
ひ
得
る
。
市
し
て
獲
得
所
得
に
は
比
例
税
率
を
以
て
課
税
す
る
の
外
た

い
が
、
共
慮
に
営
然
起
る
べ
き
所
得
階
級
間
の
租
税
負
携
不
均
衡
を
修
正
す
る
方
法
と
し
て
附
加
所
得
税
(
回
国
『
門
戸
同
)
課
税
の
必
要
が

超
る
。

現
段
階
に
於
け
る
租
税
掛
系

回
大
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大

此
の
附
加
所
得
税
も
現
在
多
数
の
闘
に
行
は
れ
て
居
る
や
う
に
、
獲
得
所
得
に
謝
す
る
の
で
は
た
く
、
消
費
所
得
に
劃
し
て
課
税

す
る
こ
と
が
趨
営
で
あ
る
。
獲
得
所
得
に
封
ず
る
附
加
所
得
税
と
し
て
も
、

ル
ー
マ
ニ
ア
の
管
業
及
び
職
業
所
得
課
税
に
於
て
住
居

支
出
か
ら
綿
所
得
を
推
定
す
る
方
法
が
採
ら
れ
る
様
に
、
源
泉
課
税
に
於
て
此
の
推
定
主
義
が
庚
く
採
ら
れ
れ
ば
割
合
に
街
平
に
近

い
結
州
市
を
得
る
と
と
と
な
る
が
、
更
に
源
泉
に
於
て
捉
へ
得
た
も
の
と
綜
合
し
て
算
均
し
た
個
人
の
線
所
得
を
課
税
す
る
だ
け
ヤ
は

甚
ピ
不
定
分
で
ち
る
。
源
泉
課
税
に
洩
れ
た
も
の
が
誌
で
も
矢
張
り
洩
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
叉
貯
蓄
乃
主
投
資
せ
ら
れ
た
部
分
L
」泊

刷
叫
唯
ら
れ
央
郵
分
と
十
日
無
差
別
に
課
税
す
る
と
と
は
上
惑
の
所
論
に
よ
っ
て
不
趨
首
左
る
事
が
明
で
あ
る
ロ
そ
こ
で
此
の
如
き
快
陥

を
補
ふ
震
に
、
ベ
ル
ギ
ー
で
は
新
た
に
所
得
推
定
方
法
が
附
加
所
得
税
に
於
て
採
ら
れ
る
こ
と
と
恋
っ
た
。

一
九
二
八
年
一
月
十
二

日
の
大
詰
叫4
省
建
は
即
ち
之
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
回
z
=
2吉
宏
一
伊
国

E
ニG
O

Z

巳一。

E-o
号
慰
安
』
ロ
♂

H
H
U
F
F
-
q
N
∞)

之
に
依
れ
ば
、
例
へ
ば
住
居
の
賃
貸
料
、
別
荘
、
家
庭
使
用
人
、
自
動
車
、
馬
車
、
快
速
艇
、
或
は
獄
相
場
の
使
用
等
と
云
ふ
様
友

凡
そ
大
所
得
の
支
出
に
属
す
る
と
観
ら
る
ぺ
き
も
の
に
標
準
を
置
き
、
そ
れ
に
依
っ
て
、
例
へ
ば
住
居
の
賃
借
料
で
る
れ
ば
五
乃
至

一
五
の
消
費
係
数
を
乗
じ
て
共
の
綿
所
得
を
推
算
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
多
額
の
不
動
産
、
美
術
品
、
骨
董
日
開
の
買
入
れ
た
ど
も
保

険
設
蓄
と
同
様
に
、
所
得
推
定
の
外
形
指
標
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此
の
外
形
指
棋
に
依
る
所
得
推
定
方
法
は
己
に
一
九
一
九
年

の
税
制
改
革
の
時
に
、
『

-
F同
g
r
一2
w
の
提
唱
に
従
っ
て
ベ
ル
ギ
ー
議
舎
に
提
案
せ
ら
れ
た
こ
と
の
る
る
も
の
で
あ
っ
て
、
別
に
新

し
い
も
の
で
は
友
い
が
、
資
施
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、

ベ
ル
ギ
ー
の
此
の
一
九
二
八
年
改
正
が
恐
ら
〈
世
界
最
初
の
も
の
で
は

-
な
い
か
と
想
は
れ
る
。

ル
1
7
=
ァ
、
ギ
リ
シ
ア
等
所
得
税
の
一
部
に
之
と
同
じ
推
定
方
法
を
採
っ
た
が
、
云
ふ
迄
も
一
夜
〈
、
ベ
ル

ギ
ー
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。



比
の
所
得
推
定
方
法
は
、
獲
得
所
得
税
に
於
て
は
固
よ
り
全
部
に
亙
る
必
要
は
な
〈
、
唯
各
種
工
業
所
得
様
、
水
利
様
、
地
上
様

の
如
き
不
可
見
動
産
の
所
得
や
、
町
営
業
所
得
、
「
庶
業
」
所
得
或
は
投
機
所
得
の
如
く
会
〈
納
税
者
の
申
背
に
よ
る
の
外
友
〈
、
然
、
も

其
の
申
告
が
多
く
の
場
合
信
湿
し
難
い
と
云
ふ
所
得
部
分
に
封
し
て
適
用
す
れ
ば
宜
し
く
、
此
の
様
友
場
合
で
も
、
申
台
所
得
伊
一
主

と
し
推
定
所
得
を
従
と
す
る
行
方
を
遁
賞
と
す
る
で
あ
ら
う
。

獲
得
所
得
に
於
け
る
附
加
所
得
税
の
潟
の
所
得
推
定
は
、
原
則
と
し
て
出
来
る
だ
け
狭
い
範
闘
に
及
ぼ
さ
る
べ
き
も
の
と
ず
る

日
目
、
待
費
所
得
に
於
け
る
附
加
所
得
税
の
震
の
消
費
所
得
の
推
定
は
殆
ど
全
〈
外
形
指
標
に
基
〈
推
定
に
倹
つ
外
泣
い
の
で
あ
る
3

巴
比
一
九
二
ハ
年
K
モ
ン
ベ
ル
ト
が
、
財
産
増
慌
税
の
補
支
T

と
し
て
消
費
所
得
税
を
提
唱
し
た
こ
と
は
人
の
知
る
所
で
あ
る
。

，へ
，~ 

》

宮
2
=
E
2
r
H
U
-
-
o
〈

E
Z戸
口
三
耳
目

z
r
c
ヨヨヨヨ円
2
2
P「
戸
山
器
対
日
円
一
J
H
q
H
b
-
)

〈

戸

L

:
ー
正
[
?
、

宅
配

t
r
H
U
A
り

一
定
の
最
低
生
所
刻
一
M
L

』
九
慌
族
数
在

乗
じ
た
額
を
超
過
す
る
消
費
所
得
に
五
千
マ
ル
ク
以
下
二
、
二
%
よ
り
累
進
し
て
十
寓
マ
ル
ク
以
上
六
%
に
至
る
税
率
を
以
て
課
税

ず
る
も
の
で
、
例
へ
ば
家
族
三
人
、

一
高
八
千
マ
ル
ク
の
所
得
あ
る
者
が
、

一
高
マ
ル
ク
を
消
費
し
、
八
千
マ
ル
ク
を
貯
蓄
す
る
と

す
れ
ば
、
家
族
三
人
の
最
低
消
費
額
三
千
マ
ル
ク
を
控
除
し
た
残
額
七
千
マ
ル
ク
を
課
税
所
得
と
し
、
之
に
二
、
二
%
の
税
率
を
以

て
課
税
し
、
獲
得
所
得
額
、
ム
茨
族
数
と
も
前
と
同
ビ
で
あ
る
が
、
消
費
所
得
が
一
高
六
千
マ
ル
ク
に
達
す
る
と
き
は
、
課
税
所
得
額

を
一
高
三
千
マ
ル
ク
と
し
、
之
に
二
、
四
%
の
税
率
を
以
て
課
税
す
る
の
で
あ
る
。
此
の
場
合
消
費
所
得
線
額
を
推
計
す
る
方
法
と

し
て
有
償
誰
務
員
入
保
有
純
増
加
額
、
貯
蓄
預
金
、
銀
行
預
金
純
増
加
制
等
、
営
該
年
度
に
於
け
る
蓄
積
線
額
を
申
告
又
は
帳
簿
検

査
に
依
り
知
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
(
百
戸
R

E

Jぜ
E
E
E
o
J

所
得
算
出
の
上
に
一
番
確
貫
で
良
い
の
で
あ
る
が
、
之
は
個
人
の
機
密
に
可
成
り
立
入
る
と
と
に
な
る
か
ら
、
比
較
的
に
獲
得
所
得

】
心
凶
O

一4
4
0
=
E
E
C
Y
R
-
-
E
=
E
x
-
2
2
九
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F
凶

プ

)

消

費

現
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六
四

の
大
小
に
件
れ
て
仲
縮
す
る
住
居
支
出
の
如
き
を
来
準
と
し
、
之
と
類
似
の
支
出
を
割
酌
し
て
一
定
の
係
教
を
乗
じ
、
消
費
所
得
を

算
出
す
る
が
稽
首
で
あ
る
と
謂
へ
ょ
う
。

三
、
次
に
現
在
所
得
税
健
系
の
補
充
と
し
て
採
ら
れ
る
牧
山
続
税
健
系
を
如
何
に
す
ぺ
き
か
の
問
題
が
茂
る
。
其
庭
で
現
在
の
闘
稔

枚
一
位
税
を
地
方
に
移
譲
し
て
宋
毘
税
と
共
に
一
の
地
方
税
剛
閥
系
を
作
ら
し
め
る
こ
と
が
一
案
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
課

税
物
件
の
分
布
か
ら
見
一
」
其
の
不
結
果
は
営
然
溌
想
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、

之
主
調
明
党
と
し
亡
珂
噂
従
F

ど
浦
宅
ぜ
し
め
な

1
1
i
-
1
4
1
d
t
z
;
i
;
 

方
が
寧
九
一
泊
首
で
あ
る
。
併
し
唯
存
置
せ
し
め
る
の
で
は
左
い
。
牧
径
を
資
本
に
還
元
し
た
る
資
本
債
格
を
課
税
標
準
と
す
る
一
の

牧
谷
稔
に
夏
め
、
依
っ
て
獲
得
所
得
税
の
補
完
税
と
し
て
の
目
的
を
達
せ
し
め
る
と
共
に
、
勤
勢
所
得
と
資
産
所
得
閣
の
負
捨
楳
衡

を
得
し
む
へ
き
で
あ
る
。

牧
(
企
税
を
右
の
如
〈
園
設
と
し
て
存
置
せ
し
む
る
と
と
に
・
な
れ
ば
、
営
然
家
屋
税
を
府
鯨
か
ら
闘
に
移
さ
ね
ば
た
る
ま
い
が
、
同

時
に
現
在
の
市
町
村
の
戸
数
割
は
之
を
一
の
消
費
所
得
税
に
改
め
る
と
同
時
に
、
国
税
消
費
所
得
税
と
の
榛
衡
上
忠
ひ
切
っ
て
低
い

も
の
と
し
友
け
れ
ば
怠
る
ま
い
。
然
る
と
き
は
、
之
等
は
何
れ
も
地
方
税
と
し
て
重
要
の
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を

補
宏
す
ぺ
き
新
財
源
が
地
方
財
政
の
錫
に
求
め
ら
れ
ね
ば
友
ら
ぬ
が
、
之
を
如
何
に
し
た
ら
良
い
か
。

元
来
生
産
は
統
一
的
性
格
を
持
っ
た
も
の
で
る
る
に
針
し
て
、
消
費
は
分
離
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

一
は
全
慢
的
性
格
を

持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
他
は
個
別
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
と
と
も
出
来
よ
う
。
租
税
緯
系
も
此
の
生
産
と
消
費
の
性
格

に
従
っ
て
、
生
産
に
品
割
腹
す
る
獲
得
所
得
税
を
園
税
と
し
、
消
費
に
封
医
す
る
消
費
所
得
税
を
地
方
税
と
す
る
の
が
、
徴
税
技
術
の

結
か
ら
謂
つ
で
も
、
図
及
び
地
方
の
政
治
機
能
か
ら
観
て
も
一
廃
合
理
的
で
あ
る
。
此
の
意
味
か
ら
す
る
と
、
イ
タ
リ
ー
の
税
制
は等身

ぷ



現
在
諸
園
の
中
で
尤
も
合
理
的
危
問
視
地
方
税
を
通
じ
て
の
租
税
慢
系
を
具
へ
て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

イ
タ
リ
ー
の
租
税
鰹
采
は
、

一
九
三
一
年
六
月
議
舎
に
提
出
せ
ら
れ
た
財
政
調
資
舎
の
税
制
整
理
案
を
基
本
と
し
、
中
央
地
方
を

通
し
て
根
本
的
に
草
め
ら
れ
、
之
に
依
っ
て
従
来
の
地
方
消
費
税
は
殆
ど
一
掃
せ
ら
れ
た
が
、
地
方
の
樹
立
税
は
一
の
消
費
所
得
税

閥
系
と
も
一
云
ふ
べ
き
も
の
に
統
一
せ
ら
れ
、
地
方
湖
立
税
は
消
費
所
得
を
課
税
す
る
と
い
ふ
原
則
の
下
に
関
税
附
加
税
左
並
行
せ
し

め
ら
れ
る
と
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
簡
翠
に
之
を
記
す
と
失
の
や
う
に
な
る
。
(
ロ

]
a
g
e
d
E
S
L
O
}一
向
町
一
口
凶
器
包
『
bg-0・
3
2・

)

地
方
濁
立
税
は
、
大
韓
、
小
川
酒
精
飲
料
、
食
用
肉
類
、

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、

チ
ー
ズ
、

マ
カ
ロ
ニ
類
、
瓦
斯
電
熱
、
住
宅
建
築
材
料

等
に
針
ず
る
消
費
税
、
団
所
謂
「
住
居
税
」
に
相
営
ず
る

H
E
B
E
E
一
三

2
0
-
S
P
E
S
-
-之
は
住
居
の
賃
貸
債
格
陀
従
っ
て
占

有
者
の
負
探
す
局
も
の
で
る
る
が
、
賃
貸
債
格
は
賃
貸
契
約
に
よ
る
と
と
も
あ
る
が
m

推
定
に
よ
る
と
と
も
あ
あ
り
家
見
一
附
で
あ
る

と
を
に
多
〈
推
定
方
法
が
荊
ひ
ら
れ
る
品
二
十
歳
以
下
の
家
政
K
就
て
は
伸
一
除
が
あ
り
、
農
業
務
働
者
や
家
畜
農
産
物
貯
蔵
の
震
に

家
屋
は
免
除
せ
ら
れ
る
。

一
年
を
遇
じ
て
空
家
で
あ
っ
た
と
き
も
免
除
せ
ら
れ
る
。
税
率
は
地
方
に
よ
っ
て
異
友
る
が
、
五
%
乃
至

九
%
の
累
進
税
率
が
普
通
で
あ
る
|
|
。
向
家
族
の
貫
際
所
得
、
年
齢
、
家
族
の
数
等
に
依
る
庚
義
の
家
族
構
成
、
枇
曾
的
地
位
の
如

き
財
産
の
外
形
指
標

(R-545ぢ
ミ
)
等
に
よ
り
、
住
居
枕
に
針
す
る
一
の
補
充
役
と
し
て

O
、
五
%
乃
至
八
%
の
累
進
税
に
依
り
課
税

せ
ら
れ
る
一
の
「
家
枕
」
(
三
H
E
ち
ω
S
L

こり
E
三一一
0
.
J

、
問
財
政
匡
内
に
於
て
生
ぜ
る
同
有
の
所
得
に
針
す
る
一
%
乃
至
コ
一
%
内
外
の

低
率
の
特
別
所
得
税
(
円
ヨ
旬

omz-
剛
山
円

}
M
2
2
日
出
。
立
豆
、
間
夫
々
の
畜
犬
目
的
に
依
り
匝
分
せ
ら
れ
た
る
各
階
級
犬
に
謝
す
る

畜
犬
税

l
l享
楽
の
潟
の
畜
犬
に
は
年
一
五

0
リ
ラ
を
課
税
せ
ら
れ
る
が
、
持
役
目
的
の
矯
の
畜
犬
に
は
一
五
リ
ヲ
を
課
税
さ
れ
る

に
過
ぎ
た
い

l
l・
U
毒
殺

(RRSEEL
E
f
-
5
Z
J
・
其
の
他
向
動
車
の
座
席
数
章
一
量
等
に
よ
る
運
輸
稔

(
叶
器
路
島

現
段
階
に
於
け
る
租
税
控
系

四
六
五



現
段
階
に
於
け
る
租
税
措
系

四
六
宍

C
E
D
E
-
C
3
0
)
等。

地
方
税
関
系
を
消
費
用
侍
の
課
税
を
中
心
に
立
て
る
と
し
て
も
、
徴
続
技
術
、
徴
税
費
等
の
熱
か
ら
見
て
、
地
方
に
委
さ
れ
た
い

も
の
も
あ
り
、
生
産
政
策
、
文
化
政
策
の
上
か
ら
見
て
闘
に
於
て
課
税
す
る
を
趨
首
と
す
る
も
の
が
砂
く
た
い
。
砂
糖
、
「
伺
」
、
妻

酒
、
清
涼
飲
料
等
の
如
き
は
、
共
の
小
川
夕
、
が
時
と
し
て
宥
修
的
性
質
を
持
っ
て
ゐ
る
附
掛
か
ら
も
、
ー
ハ
の
消
費
が

一
般
的
政
熱
か
ら

も
、
消
費
税
の
課
税
物
件
と
し
て
池
山
品
で
は
あ
る
が
、
之
等
は
併
し
地
方
に
於
て
課
税
す
る
と
と
は
不
適
首
で
あ
る
。
被
服
泊
資
、

安
、
副
市
地
質
減
税
に
礼
こ
も
同
検
の
と
L

一
が
話
へ
る
一
三
め
ら
っ
。

光
州
…
山
旧
提

比
三
ぃ
ー
を
宗
主
七
主
守
地
方
に
火
る
県
党
↑
f
可
能
1丸
山

F

i
T
F
!
H
任、
w
μ
#
1
J
d
v
L
v
r士
山
平
!
山

μ

ρ

E

f

-

-
ィ

Z
E
r
f
j

・7
-
1

る
も
の
で
あ
る
が
、
著
修
消
費
税
の
如
き
地
方
税
と
し
て
遁
首
の
如
く
で
あ
っ
て
、
共
の
賓
飴
り
趨
山
口
同
で
な
い
。
粉
拙
慨
校
.
遊
興
税

温
泉
税
等
は
地
方
税
と
し
て
も
其
の
租
税
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
が
、
十
者
修
口
問
販
寅
税
の
如
き
に
左
る
と
、
地
方
税
と
し
で
不
湾
首
で

あ
る
。四

、
結
局
消
費
税
の
主
要
左
る
も
の
は
関
税
と
し
て
課
税
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
友
る
の
で
あ
る
が
、
附
加
所
得
税
の
徴
税
が
有

殺
と
左
る
に
従
て
漸
次
、
現
在
の
物
的
課
税
方
法
に
よ
る
消
費
税
は
漸
次
之
を
軽
減
す
る
を
迎
想
と
す
る
。
査
し
現
在
の
物
的
課
税

方
法
に
よ
る
消
費
税
は
所
得
に
針
ず
る
闘
係
に
於
て
逆
進
的
に
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。
消
費
税
牧
入
は
夫
々
の
性
質
に
従
勺
て
一

部
分
地
方
に
配
分
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
へ
ば
最
近
新
設
せ
ら
れ
た
揮
褒
泊
税
の
牧
入
は
図
の
道
路
費
支
出
願
と
、
地
方
の
道
路
費

支
出
額
と
に
膝
じ
て
、
之
を
圃
と
地
方
に
按
分
し
、
地
方
に
按
分
せ
ら
る
べ
き
総
額
は
更
に
各
地
方
の
道
路
支
出
劉
に
舷
じ
て
按
分

す
る
と
と
と
す
る
の
で
る
る
。
通
行
税
の
如
き
も
、
交
通
消
費
の
会
館
の
消
費
に
於
て
占
む
る
重
要
性
か
ら
諮
っ
て
も
、
他
の
消
費

負
指
と
の
樺
衝
を
風
る
臨
か
ら
謂
つ
で
も
、
復
活
さ
れ
て
よ
い
も
の
と
忠
ふ
が
、
之
左
ど
も
地
方
財
政
調
整
茶
金
に
繰
入
れ
、
部
委



泊
役
牧
入
に
準
じ
て
地
方
に
配
分
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
又
酒
税
の
如
き
は
、
間
単
に
収
入
目
的
の
み
た
ら
や
、
文
化
政
策
仁
一
の
日
的

を
入
れ
て
課
税
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
税
の
牧
入
の
一
部
は
地
方
の
教
育
費
分
権
基
金
と
し
て
地
方
財
政
調
整
基
金
に
線

入
れ
ら
る
ぺ
き
で
る
ら
う
。

以
上
に
依
り
図
税
地
方
税
を
通
じ
て
の
税
制
整
理
案
の
要
綱
を
次
に
述
べ
る
。

以
下
に
於
け
る
税
率
、
免
税
駒
山
寺
は
も
と
よ
り
側
め
て
暫
定
的
意
義
を
有
し
、
寅
際
に
於
て
修
正
さ
る
べ
き
も
の
た
る
は
云
ふ
を

倹
た
左
い
。
た
ピ
以
上
の
立
品
川
の
み
で
は
如
何
に
も
抽
象
的
に
央
す
る
が
た
め
に
参
考
と
し
て
ぬ
げ
る
に
過
ぎ
な
い
g

圃

輯

整

理

案

先
づ
直
接
調
税
に
就
い
て
。

(
一
)
所
得
税
は
現
在
の
三
種
匝
分
を
慢
し
、
普
通
所
得
税
と
附
加
所
得
税
と
に
分
つ
、

川
内
普
通
所
得
税
は
之
を
所
得
源
泉
の
性
質
に
従
っ
て

一

、

不

動

産

所

得

二
、
貨
幣
資
本
所
得

一一一、組曲

業

所

手写

回
、
被

i庸

所

千尋

五

、

共

の

他

所

得

現
段
階
に
於
け
る
租
稔
世
系

四
六
七



現
段
階
に
於
け
る
租
税
控
系

四
r; 
l¥ 

の
五
の
基
本
部
分
に
分
け
、
不
動
産
所
得
は

(
イ
)

(

ロ

)

土

所

'四
十マ

調E

r~:o:. 

ラヨ又

屋

}iJf 

M-l 7手

貨
幣
資
本
所
得
は

、
〆
戸、
d
1
L

(

ロ

)

(

ハ

)

管
業
所
得
は

(
イ
)

(

ロ

)

被
傭
所
得
は

(
イ
)

(

ロ

)

岡

M
U
 

j与

自
-j
 
I
 

公
、
枇
償
、
産
業
債
袋
、
銀
行
預
金
、
貸
付
信
託
所
得

商己

戸庁

f早

(
清
算
所
得
を
含
む
)

首;

法
人
営
業
所
得

個
人
管
業
所
得

俸
給
、
賃
銀
、
賞
興
、
給
興
所
得

恩
給
年
金
所
得

共
の
他
所
得
は

(
イ
)

(

ロ

)

瞥
師
、
第
護
士
、
著
越
業
等
所
得

工
業
所
有
権
等
所
得
及
び
投
機
所
得



等
に
再
分
類
す
る
ョ

税
率
は
何
れ
も
源
泉
に
於
い
て
比
例
拾
を
以
て
課
税
す
る
の
で
る
る
が
、
所
得
の
種
類
に
よ
っ
て
或
程
度
の
草
花
等
を
附
す
る
の
が

埴
首
で
あ
ら
う
。
小
舗
の
資
産
所
得
に
よ
っ
て
の
み
生
活
す
る
も
の
を
放
済
し
・
併
せ
て
関
円
余
の
資
本
政
策
又
は
園
債
政
策
に
費
す

る
目
的
を
以
て
、
各
所
得
を
巾
北
口
に
基
い
で
綜
合
し
、
勤
柑
究
所
件
、
資
産
所
得
と
も
幕
本
最
低
生
治
安
瓦
百
闘
の
陪
除
宇
一
受
け
る
こ

と
と
す
る

3

目
属
低
生
活
費
は
濁
身
の
場
合
、
夫
婦
の
場
合
、
子
供
る
る
場
合
、
特
別
の
被
扶
養
者
あ
る
場
合
等
に
従
っ
て
増
額
せ
ら
れ
る
が
、

如
何
な
る
場
合
に
於
い
て
も
法
定
法
低
生
活
安
の
二
倍
を
超
ゆ
る
を
件
な
い

3

小
所
得
に
於
け
る
勤
労
所
得
を
資
産
所
得
に
封
し
て

漫
池
td
る
目
的
を
W
亡

f日l
'~\I 

)析
作
〆r，

'~) 

。/，0 

-!γ 
jヰ:
|半島

L 
得
る

ム4

.L 

f 
z 

又
資
産
所
得
に
於
い
て
、
関
償
保
有
湖
面
債
待
合
計
二
千
聞
、
産
業
債
宏
保
有
判
明
商
慣
侍
合
計
一
千
闘
、
貯
蓄
預
金
合
計
現
在
額

二
千
園
迄
は
共
の
利
子
所
得
を
発
投
ず
る

3

然
し
資
産
所
得
、
勤
惜
究
所
得
に
於
け
る
抽
控
除
額
及
び
完
投
舗
の
合
計
は
如
何
な
る
場
合
に
も
一
千
二
百
闘
を
超
過
し
得
ざ
る
も
の

と
す
る
。

認
で
最
低
生
活
費
五
百
園
と
し
た
の
は
、
も
と
よ
り
哲
定
的
で
あ
る
が
、
之
は
低
き
に
止
へ
す
る
と
い
ふ
非
難
が
議
想
せ
ら
れ
る
。

直
系
家
族
の
み
友
ら
?
、

日
本
固
有
の
社
合
制
度
に
規
っ
て
親
戚
知
友
等
に
封
す
る
特
別
の
救
護
支
出
を
も
楼
除
せ
ら
る
る
も
の
と

ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
場
合
法
定
最
高
額
ま
で
の
人
的
理
除
を
受
け
得
る
と
考
へ
ら
れ
る
し
、
物
的
控
除
も
資
本
債
格
六
千

国
迄
九
年
」
法
定
物
件
に
付
き
認
む
る
の
で
あ
る
か
ら
、
貯
蓄
を
心
ゆ
く
る
小
所
得
者
は
事
賃
上
現
行
法
に
於
け
る
よ
り
も
高
い
発
税
利

現
段
階
に
於
け
る
祖
穂
積
系

四
六
九



現
段
階
に
於
け
る
租
税
償
系

四
七

C

(
仕
を
受
付
得
る
結
果
と
な
る
。
又
本
案
で
は
戸
数
割
の
徹
底
的
軽
減
、
地
方
附
加
税
の
廃
止
、
雑
種
税
の
一
字
減
、
闘
税
消
費
税
の
韓

減
を
考
慮
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
行
制
度
に
比
し
、
大
衆
課
税
と
た
る
懸
念
は
少
い
。

崎
山
業
所
得
は
、
個
人
の
山
営
業
所
得
に
於
い
て
五
百
閣
の
柏
町
除
を
認
め
、
法
人
と
院
別
す
る
。
巾
牛
肉
に
よ
り
課
税
す
る
を
原
則
と
す

る
が
、
巾
告
が
相
訟
で
な
い
と
認
む
る
と
き
は
、
外
形
標
準
忙
依
り
純
所
得
を
推
定
す
る
。
但
し
日
営
業
の
種
類
に
よ
り
外
形
標
準
の

E
H
F
・

-
ξ
:
;
1
;
l
L

説
作
長
引
一
'
K
4
9
9
J
，

仰
f

p

じ

V
リ弘一、

-
-
2
・:
t
f
a
m宮
、
ヨ
一
得
〉
寺
主
主
王
子
t
、l
u
'
-
t
b
t
-
F
、，
t
、

H
S見
ド
4
2
h
L
円

十

日

7
公
司
M
f
v
t
イ
』

4
h
A
H
M
M川
j
J
引
沖
合
去
件
7
Aし
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1.土
桜島
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引B
(7) 

1を

貸
債
格
を
基
準
と
す
る
が
如
き
で
あ
る
。

首
師
、
開
護
士
等
現
行
法
に
於
い
て
所
謂
庶
業
所
得
は
、
巾
背
に
某
き
課
税
所
得
を
究
定
す
る
が
、
巾
背
所
得
が
住
居
の
賃
貸
償

格
等
に
依
り
推
定
し
た
る
所
得
よ
り
低
き
と
き
は
、
推
定
所
得
に
よ
り
課
税
す
る
。

地
上
機
、
工
業
所
有
機
等
の
財
産
機
所
作
は
、
巾
告
と
帳
簿
と
に
基
き
夫
々
の
財
産
権
倒
絡
を
推
定
し
、
之
に
遁
世
た
る
利
率
を

乗
じ
て
課
税
所
得
を
算
定
す
る
。

普
通
所
得
税
は
源
泉
に
於
い
て
課
税
し
、
更
に
綜
合
し
て
人
的
事
情
を
制
酌
す
る
こ
と
と
す
る
鴻
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
如
く
灰
税
制

皮
を
設
く
る
を
通
営
と
す
る
が
、
一
民
税
総
額
を
牧
納
税
総
瀬
の
幾
何
B
F
一
見
る
か
は
相
岱
問
題
で
あ
る
。
現
行
所
得
税
に
於
け
る
幣
除

線
抑
制
は
所
得
金
総
微
に
封
し
大
関
七
二
二
八
%
乃
五
九
・
二
二
%
を
往
来
し
て
居
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
梯
民
総
額
は
収
納
税
額
の
一
六
%

乃
至
一
九
%
を
前
後
し
て
居
る
。
本
敷
市
哩
案
で
は
控
除
規
定
を
複
雑
に
せ
る
故
、
灰
税
調
は
現
行
衿
除
初
よ
り
も
共
の
率
に
於
て
高

か
る
べ
〈
、
大
慌
イ
ギ
リ
ス
の
揚
合
と
彼
此
倒
的
し
て
一
二
%
内
外
と
推
定
す
る
が
穏
酋
で
あ
ら
う
。

刃
欠
亡
付

H
H
q
u
t
土

f
a
r
pノ
批

F
R
V
，古川

w
r
f，宥
a
4亦
ι
J
-



(
イ
)

課
税
最
低
額
を
二
千
回
と
し

(

ロ

)

課
枕
所
得
は
、
外
形
指
標
に
依
る
伎
は
柿
貸
支
出
を
基
本
消
究
所
得
と
し
、
別
に
別
荘
、
自
動
車
、
家
事
使
用
人
、
ピ
ア

ノ
等
納
税
者
の
消
費
推
定
の
根
嫁
と
友
る
物
件
の
数
及
び
債
格
b
q
一
掛
酌
し
た
る
消
費
支
出
を
加
算
し
た
る
も
の
に
五
乃
五
二

五
の
消
費
係
数
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

附
加
所
得
税
は
個
人
に
の
み
課
税
す
る
。
法
人
に
は
消
費
支
出
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

人
的
閥
係
は
、
己
に
普
通
所
得
税
に
於
い
て
考
慮
せ
ら
れ
之
は
必
に
て
は
な
さ
や
。

(

ハ

)

税
率
は
五
%
乃
五
七

OVω
の
超
過
制
恒
常
進
と
し

"""、

、J

所
得
医
分
は
、
二
千
削
乃
交
正
千
闘
は
五
回
関
詔
過
と
し
、
五
千
閥
山
川
五
一
高
闘
は
一
千
岡
留
泊
、

一
一
品
同
乃
五
十
世
間

闘
は
一
寓
闘
超
過
、
，
寸
官
同
国
乃
手
五
十
官
問
闘
は
十
南
関
超
過
可
五
十
古
内
闘

U
R
っ
て
Mvf
滋
在
停
止
す
る
も
の
と
寸
'
る

が
、
枕
率
は
消
費
所
得
税
本
来
の
目
的
か
ら
し
て
、
中
間
消
費
所
得
に
針
す
る
税
率
を
比
較
的
続
く
し
、
大
消
費
所
得
に
謝
す
る
枕

率
を
険
し
く
す
べ
き
で
あ
る
。
之
獲
得
所
得
に
謝
す
る
険
峻
友
累
進
課
税
は
、
個
人
の
イ
エ
シ
ア
チ

1
ヴ
を
萎
縮
せ
し
め
、
共
の
蓄

積
活
動
を
遂
に
停
止
せ
し
む
る
に
至
る
が
、
消
費
所
得
に
謝
す
る
険
峻
友
累
進
課
税
は
過
度
の
消
費
支
出
に
劃
す
る
刑
罰
的
意
味
を

持
ち
、
却
っ
て
蓄
積
所
動
を
径
と
促
進
す
る
に
至
る
か
ら
で
る
る
。

(
二
)
相
続
検
は
、
臨
時
増
徴
法
に
よ
る
税
率
を
一
腹
据
ゑ
置
い
て
良
い
と
考
へ
る
が
、
閣
債
政
策
上
困
難
あ
り
と
考
へ
ら
れ
る
と

き
は
、
園
債
の
額
面
債
格
を
以
て
相
績
枕
を
納
付
せ
し
む
る
も
の
と
し
て
も
よ
い
。
ヌ
相
続
税
は
不
動
産
に
つ
い
で
は
物
納
制
が
い
巧

慮
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
占
な
ら
な
い
。

現
段
階
に
於
げ
る
租
積
控
系

11!1 
U 



現
段
階
に
於
け
る
租
税
控
系

四
七

三
千
園
以
上
の
生
命
保
険
金
を
相
績
財
産
に
加
算
し
、
相
績
税
法
施
行
地
外
に
有
る
財
産
に
封
し
で
も
課
税
さ
る
べ
し
と
す
る
前

内
閣
の
相
績
税
改
正
案
は
採
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

家
替
相
縦
税
及
遺
産
相
績
枕
の
外
に
府
輿
枕
を
新
設
す
べ
き
で
あ
る
と
考
へ
ら
る
る
が
、
或
は
之
が
代
築
と
し
で
登
録
税
を
引
上

ぐ
べ
き
で
あ
る
。
邸
、
登
録
税
中

a

、
h
Z
4
7
1

、司
2
3
1
、
主
、
コ
也
恐
竜
王
皇
こ
氏
5
苛
H
E陛
コ
恥
辱
ζ

叶
之
9
5
見
一
丁
足
手
F
¥ワコ

uFa「

1

q
ヘ
エ
ニ
ト
圧
と

-

m

h

モ一一
-
z
n
R
Eノ
寸
」
ノ

U
2
7
4
A
z
引
し
メ
ゴ
一
司

t
t
ι
'
F
F，
注
目
ま

T
U
3
4
J
I
正

当

ご

，

E
4
4
王
a
z
-
-
J
J
〆

ν
R
E
-
-
F
J
↓
ノ

T

-

一
三
:

ト
忙
を
「
ヨ
司
、
q

コ

ニ
J
:
l
J
J
r
ν

三
十
及
び
百
分
の
十
程
度
に

二
、
法
人
の
登
記
も
、
現
在
の
千
分
の
五
よ
り
引
上
ぐ
る
こ
と
と
す
る
の
で
あ
る
。

(
三
)
現
行
臨
時
利
得
税
は
昭
和
十
二
年
を
以
て
共
の
賞
施
期
限
を
満
了
す
る
の
で
あ
る
が
、
現
行
所
得
税
法
に
よ
る
法
人
超
過
利

得
税
を
一
股
し
、
之
と
臨
時
利
得
税
と
宇
粂
ね
た
猫
立
の
超
過
利
得
税
を
創
設
す
る
。

法
人
超
過
利
得
税
と
臨
時
利
得
税
と
は
同
よ
り
共
の
性
質
を
異
に
す
る
。
前
者
は
法
人
資
本
に
劃
す
る
法
人
の
超
過
所
得
課
税
で

あ
り
、
後
者
は
昭
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
三
ナ
年
の
平
均
年
を
基
準
年
度
と
す
る
超
過
利
得
税
で
あ
る
。
法
人
超
過
利
得
税

は
、
法
人
を
狗
立
人
格
と
見
倣
し
、
個
人
所
得
税
と
穫
衡
を
符
し
む
る
目
的
を
以
て
設
定
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
狽
出

法
人
に
封
ず
る
課
税
だ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
が
、
そ
れ
だ
と
す
る
と
別
に
法
人
組
織
を
と
ら
ね
個
人
的
調
占
と
区
別
す
る
必
要
が
友

u、。

一
般
に
濁
占
所
得
左
特
別
に
課
税
し
て
も
、
そ
れ
が
最
低
利
潤
を
侵
か
す
も
の
で
な
い
か
ら
時
嫁
も
起
ら
宇
、
叉
企
業
所
動
を

の
み
及
ら
や
獲
得
所
得
に
劃
ナ
る
普
通
所
得
税
を
補
充
す
る
上
に
も
調
占
所
得
に
針
す
る
特
別
税
を
新
設

抑
制
す
る
懸
念
も
む
い
。

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。



そ
こ
で
本
税
に
於
い
て
先
づ
問
題
と
な
る
の
は
平
準
所
得
を
如
何
に
し
て
決
定
す
る
か
と
い
ふ
乙
と
で
る
る
。
後
遁
す
る
如
く
、

舎
一
枇
年
鑑
等
に
よ
っ
て
見
る
に
、
運
用
資
本
総
額
に
封
し
五
%
以
下
の
牧
錠
李
を
一
示
す
も
の
は
全
慌
の
八
O
%
以
上
に
及
ぶ
。
ょ
っ

て
此
庭
で
は
運
用
総
資
本
額
に
封
ず
る
五
%
の
牧
釜
b
h以
て
普
通
牧
盆
と
見
倣
し
、
普
通
牧
径
を
超
過
す
る
利
得
に
封
し
一
O
%
、

一
五
%
及
び
二
O
%
の
階
段
比
例
税
を
課
税
す
る
と
と
と
す
る
。
免
税
所
得
に
封
し
個
人
営
業
と
法
人
営
業
と
を
匝
別
す
る
が
、
校

率
に
つ
い
て
は
別
段
差
別
を
つ
け
怠
い
。
其
の
他
の
細
目
規
定
は
現
行
臨
時
利
得
税
に
従
ふ
。

(
四
)
牧
谷
税
捜
一
糸
は
之
を

A
、
不
動
産
牧
盆
税

B
、
替
業
牧
内
企
税
、
繍
業
税

c
、
資
本
牧
担
金
税

の
=
一
に
整
理
す
る
。

不
動
産
牧
盆
税
は
、
土
地
、
家
屋
の
外
に
不
動
産
上
の
檎
利
を
も
含
む
。
原
則
と
し
て
純
牧
谷
を
資
本
に
還
元
し
た
る
債
格
を
も

っ
て
課
税
債
格
と
す
る
。
不
動
産
上
の
楳
利
の
算
定
は
犬
健
相
績
税
法
の
計
算
に
従
ふ
。
課
税
債
格
の
微
細
左
る
も
の
、
及
び
農
山

漁
村
の
自
己
所
有
の
家
屋
に
し
て
、
課
税
償
俗
五
百
園
以
下
の
も
の
に
就
い
て
は
宥
恕
す
べ
き
も
の
と
す
る
e

不
動
産
牧
釜
検
及
び
資
本
収
益
税
の
二
重
課
税
を
避
け
る
矯
め
に
設
業
牧
谷
税
よ
り
、
己

κ支
悌
た
る
如
上
二
校
を
樫
除
す
る
も

の
と
す
る
。

資
本
牧
盆
枕
の
税
率
は
超
過
累
進
と
し
、
左
記
匝
分
に
依
る
。

現
段
階
に
於
け
る
租
段
位
系

四

七



現
段
階
に
於
け
る
租
税
伸
系
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行当

十各

二
南
側
以
十

二
高
闘
を
超
ゆ
る
超
過
傾

二
高
同
を
趨
ゆ
る
超
過
初

五
市
内
同
を
超
ゆ
る
超
過
納

事E古
内
八
刀
の
四

1司同

四
七
四

主ド
四
・
五

71. 

時
分
乃
五
・
五

十
高
闘
を
趨
ゆ
る
超
過
摘

二
十
寓
闘
を
超
ゆ
る
超
過
額

五
十
高
闘
を
超
ゆ
る
超
過
街

百
蔦
闘
を
超
ゆ
る
超
過
額

二
百
寓
闘
を
超
ゆ
る
超
過
術

五
百
寓
闘
を
超
ゆ
る
超
過
瀬

千
高
闘
を
超
ゆ
る
超
過
頒

三
千
寓
圃
を
超
ゆ
る
超
過
傾

五
子
高
閣
を
超
ゆ
る
超
過
額

同同同同同同同問同

ム

ノ、六
・
五

，じ七
・
五

八八
・
五

九九
・
五

O 

不
動
産
牧
谷
枕
の
最
低
税
率
は
三
高
園
以
下
高
分
の
こ
と
し
、
州
官
業
牧
径
税
は
同
じ
く
高
分
の
三
と
す
。
税
率
の
累
進
、
課
税
償

格
の
区
分
は
右
資
本
収
益
税
に
準
や
る
。



此
の
結
果
と
し
て
現
行
の
、

て
資
本
利
子
税
及
び
臨
時
租
税
増
徴
法
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
る
、
二
、
法
人
資
本
校
の
二
は
之
を

慶
止
す
る
。

(
五
)
取
引
所
取
引
税
、
有
償
詮
雰
移
鞠
税
、
印
紙
税
等
は
大
鴨
臨
時
租
枕
増
徴
法
に
よ
る
も
の
を
指
置
く
。

以
上
税
事
は
未
定
稿
)

(
六
)
消
費
所
得
に
封
ず
る
補
完
的
凶
枕
'
と
し
て

A
、
者
修
口
同
販
費
税

B 

e切

:1干

L
o
u
 

-
-
A
t
 

C
、
ラ

チ.

，"i" 

3ヲ占

D
、
首
一
一
点
瓦
斯
机

を
創
設
す
る
。
蓋
し
附
加
所
得
税
が
住
居
支
出
に
重
き
を
置
く
結
果
と
し
て
、
住
居
支
出
を
節
約
し
て
他
の
支
出
に
赴
く
も
の
に
課

枕
す
る
た
め
で
あ
る
。

事
骨
修
口
問
販
費
税
は
、
備
付
則
家
具
、
家
庭
用
電
気
瓦
斯
器
具
、
楽
器
・
時
計
、
数
飾
品
、
乗
用
自
動
車
、
ス
ポ
ー
ツ
川
具
等
特
定

商
品
に
封
し
、
五
%
の
従
憤
税
を
一
課
税
し
、
課
税
は
最
後
の
引
取
の
際
印
紙
貼
布
に
よ
り
潟
す
。

切
符
税
は
興
業
、
、
交
通
業
、
各
種
演
義
合
等
に
上
り
端
技
行
せ
ら
れ
る
各
種
の
切
符
に
封
し
課
税
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
興
業
、
前

婆
舎
等
の
後
行
す
る
切
符
は
従
債
の
一
O
%
と
し
、
汽
車
、
汽
始
、
飛
行
機
等
の
識
改
行
す
る
切
符
は
哩
数
及
び
等
級
に
よ
る
階
段
税

と
す
。
例
へ
ば
、
五
十
哩
迄
三
等
一
鏡
、
二
等
五
銭
、

一
等
十
銭
と
す
る
が
如
し
。
均
一
制
を
と
る
短
距
離
の
市
街
地
軌
道
交
通
は

課
税
せ
ざ
る
も
の
と
す
る
。

現
段
階
に
於
け
る
租
税
錘
系

四
七
一
品



現
段
階
に
於
け
る
租
稔
侵
系

四
七
六

自
動
車
交
通
は
ガ
ソ
リ
ン
税
に
よ
り
補
充
す
る
。
ラ
ヂ
オ
枕
は
ラ
ヂ
オ
徴
収
料
の
二

O
%
と
す
。
電
気
、
瓦
斯
販
士
由
民
税
は
、
営
業

用
に
あ
ら
ざ
る
電
気
瓦
斯
の
俳
給
に
封
し
従
量
枕
を
課
税
す
る
。

中
引
に
以
上
の
改
革
案
に
於
け
る
税
牧
繋
測
の
概
算
並
に
計
算
基
礎
を
示
す
が
、
官
艇
に
於
け
る
調
査
、
資
料
等
の
便
宜
を
快
〈
も

の
と
し
て
極
め
て
粗
雑
在
る
一
躍
の
推
算
に
止
ま
る
こ
と
を
特
に
附
記

L
て
置
く
。

慌
般
機
測
能
川
恥
其
計
算
基
慌

整
理
案
に
よ
る
国
税
、
地
方
税
の
見
積
は
次
の
如
く
友
る
。

岡

枕

普

通

所

得

税

宝玉、七九二、
O
七七回

附

加

所

得

税

一
へ
へ
ん
一
寸
六
0
0
刷

超

過

利

得

税

一塁一、四百一九、き世間

主奇

本

相t

芙
.
三
一
玉
、
歪
一
同

内

諜

不
動
産
資
本
税

三
一
、
主
丸
、
八
C
八
悶

動

産

資

本

税

。、一一八九、一六
O
悶

(
現
行
資
本
利
子
税
、
臨
時
利
得
税
は
廃
止
)

符

業

資

本

税

一宮一
J

O六、芙一
4

園



遊

興

支

出

役

切

符

役

五
八
、
三
六
、
七
六
五
周
回

{
之
等
は
何
れ
も
消
費
「
附
加
)
所
得
税
の
補
支
な
る
左
同
時

一
二
一
、
圭
一
、
雪
国
一
に
他
の
消
費
所
得
税
と
の
権
衡
を
得
る
震
に
新
設
す
c

四回、
O
三
、
=
一
九
八
圃
』

交

通

続

以
上
新
設
税
合
計

ん
八
九
、
ニ
空
.
八
七
八
闘

臨
時
租
説
増
徴
法
に
依
る
租
枕
の
中
役
翠
の
措
変
更
友
〈
存
寝
せ
ら
る
る
も
の

オ有

皇賞

税

ココ品、四七五、
O
D
O
闘

繍

ーコ為戸

佳

fJ;l; 

ヨ一、
o
一七、

0
8悶

取

ヲl

r~ 

役

一
九
三
七
九

.
0
8闘

J
r
b
司
、
r
f
b
f
叫
リ
ミ

4

A
7
4
5
ぷ
υ
事
a

口
万
泊
U

揮

主妻

:
E
t
i
-
-

一

t，畑一一一
F

〉
〉
昌
国

イ田l
J
 

税

一回、九三一、

00口
圃

有
償
詮
雰
移
縛
税

閥
以

上

合

計

内
、
O
八

0.80圃

税

一人一三へ語、

0
8圃

h
z

ベ同
o
d
o
口同

現
行
設
中
共
の
税
率
を
平
均
一

O
%軽
減
し
て
存
績
せ
し
め
ら
る
る
も
の

酒清

涼

飲

料

税
税

一九七、三一六

.
2
0闘

コ一、一四八
.
0
Z
八同国

現
段
階
に
於
け
る
租
積
債
系

四
七
七



現
段
階
に
於
け
る
租
税
償
系

四
七
八

砂

糖

消

費

税

宅、圭一午、六一三(闘

織

物

消

費

枕

プ守

コ言電

同

メ0..

'" 

z
o
o
-
o七
0
.
三
C
周

現
行
税
を
共
の
佳
存
績
す
る
も
の

自由I

干'll

三、九百五、四九一両

最恵

五1

一
五
室
、
七
一
四
、
三
六
八
闘

右
の
中
附
加
所
得
税
、
遊
興
費
支
山
川
税
、
切
符
税
、
交
通
税
、
酒
税
、
清
涼
飲
料
税
、
砂
粧
消
費
税
及
び
級
物
消
費
税
等
の
税
収

入
夫
K

二
分
の
て
都
合

一言七、口
0=一、四九一面

を
地
方
財
政
調
整
交
附
基
金
に
繰
入
る
も
の
と
す
。

従
っ
て
図
税
の
園
庫
純
牧
入
額
は

一、幸一六、七一

c
ベ
実
園

と
な
る
。
之
を
臨
時
租
税
増
徴
法
に
依
る
図
税
牧
入
見
積
額

一、一七七、六八七、口
C
C
国

に
比
ぺ
て

七九
.0==一、八宝(国



の
増
収
と
左
る
。

地

方

Jす占

地
方
財
政
調
整
交
付
金
に
よ
り
地
方
税
中
整
理
せ
ら
る
べ
き
も
の
は
、

(
イ
)
家
屋
税
及
同
附
加
税

c
o
u九
六
六
、
五
七
一
面

(
ロ
)
所
得
税
附
加
挽

四
0
・
三
八
J
一
六
一
石
国

ノL
u 

一
四
一
司
五
九
四
、
八
一
一
一
四
闘

を
全
践
し
、

二
J

准
唾
姑
克
司
何
回
花

!
l
i
p
-
-
i
l
 

:
;
!
:
・
:
ー

一
c-J
一
一
一
一
八
八
一
ハ
同
国

(
こ
戸

数

害d

一
一
言
、
一
芸

4
2一
一
闘

b. 
口

歪

さ苦
闘

{
戸
数
割
は
出
来
得
、
へ
〈
ん
ば
、
住
居
税
の
趣
旨
に
よ
っ
て
課
税
す
る
)

を
半
減
し
此
の
金
額

一
二
(
五
七
七
、
六
八
五
同
国

都
合
差
引
交
附
基
金
残
繍

同
八
、
七
百
一
0
.
九
主
一
同
国

は
、
地
方
会
債
操
作
基
金
と
し
で
中
央
に
於
い
て
之
を
慮
理
運
用
ナ
る
も
の
と
す
る
。

岡
崎
牧
毎
税
改
r
止
に
よ
り
、
地
租
附
加
税
、
管
業
牧
盆
続
附
加
穐
、
地
方
従
替
業
従
及
び
特
別
地
従
及
び
同
附
加
税
は
之
を
一
先

づ
全
廃
し
.
関
枕
資
本
枕
の
免
税
貼
以
下
の
不
動
産
資
本
動
産
資
木
及
び
簿
業
資
本
の
夫
々
に
つ
き
、
道
府
燃
に
於
い
て
は
最
低
深

現
段
階
に
於
け
る
租
稔
償
系

四
七
九



現
段
階
に
於
け
る
租
稔
股
系

四
八

C

税
額
一
千
園
、
市
町
村
に
於
い
て
は
最
低
課
税
額
三
百
固
と
し

税
率
を
二
%
乃
五
一
O
%
の
範
閏
に
で
課
税
す
る
も
の
と
す
る
。

次
に
新
設
税
牧
入
額
見
積
の
計
算
の
基
礎
を
明
か
に
す
る
。

二
、
整
理
案
に
依
る
税
牧
見
積
計
算

A
、

普

通

所

得

税

戸こ
f
地
万
戸
部
屋
臥
有
問
符

(
イ
)
昭
和
十
年
一
月
一
日
現
在

有
租
地
賃
貸
債
格
線
汁

一‘主面、七三一
Jo--商
閣

内
宅
地
賃
貸
債
格

主七、一一八五、四七九園

差

ヨl

一.
0
七
七
、
皇
t
d一豆一一三一周

右
は
換
言
す
れ
ば
非
市
街
地
賃
貸
債
格
ム
」
い
ふ
に
同
じ
。

(
ロ
)
現
行
第
三
種
所
得
に
於
け
る
不
動
産
所
得
金
額

五
四
七
、
一
一
八
回
、
同
会
国

内
貸
宅
地
及
貸
家
所
得

亘
書
、
ゴ
弓
コ
一
口
九
圃

差

ヨ|

一
妻
、
一
売
、
一
七
回
園

(
ハ
)
(
イ
〉
と
(
ロ
)
と
に
依
る
比
率

一
六
%



は
非
市
街
地
の
賃
貸
債
格
と
所
得
と
の
比
率
で
あ
る
。
依
っ
て
此
の
比
率
を
宅
地
賃
貸
債
格
に
乗
や
れ
ば
、

(
=
)
貸
宅
地
所
得

一O
玉
、
一
室
、
否
。
園

之
を
(
ロ
)
の
「
貸
宅
地
及
貸
家
所
得
」
よ
り
控
除
し
て

(
ホ
)
貸

家

月庁

得

=六七、
4

望丸、七
0
4
A
m
困

を
得
。
貸
家
所
得
を
非
市
街
地
に
於
け
る
賃
貸
債
格
と
所
得
と
の
比
率
に
て
還
元
す
れ
ば
、

(
へ
)
家
屋
賃
貸
債
格

一
、
六
七
回
.
七
四
八
」
八
一
園

を
得
る
。
之
K
針
す
る
道
府
間
開
家
康
税
本
税
及
び
同
附
加
税
(
家
屋
割
を
含
む
も
戸
数
割
を
合
め
や
)
合
計
額
一

O
て

問
。
む
J
ハ
八
六
閣
の
比
率
六
・
一
一
一
沼
に
よ
っ
て
観
れ
ば
、
此
の
推
定
価
酬
は
略

r
E嶋
を
得
た
る
も
の
と
い
ふ
と
と
が
市

来
よ
ろ
。

右
に
よ
り
、
土
地
賃
貸
債
格
左
家
屋
賃
貸
債
絡
と
の
合
計
額
は

2
.
問
。
有
四
七
一
、
=
八
四
国

ム
?
な
る
。
底
で
昭
和
八
年
度
耕
地
面
積
五
‘
九
七
八
.
九
四

O
ヘ
ク
タ
ー
ル
中
、
自
作
三
.
一
五
九
‘
=
一
五
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
小
作
三
、

八
一
九
‘
五
八
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
共
の
割
合
は
大
館
一

0
・
九
と
な
っ
て
ゐ
る
e

市
制
地
宅
地
及
び
市
制
地
家
屋
中
一
一

O
%
は
自
己

居
住
肘
の
宅
地
及
び
家
屋
、
非
市
制
地
の
宅
地
及
び
家
屋
中
六

O
%
は
農
家
宮
地
及
び
農
業
戸
数
と
見
積
り
、
之
等
の
諸
保
件
を
考

慮
し
て
控
除
綿
額
を
線
賃
貸
憤
絡
の
六

O
%
と
す
れ
ば
、
差
引
賃
貸
債
格
は

一J
一塁、台八八、
E

一四国

現
段
階
に
於
け
る
程
稔
控
系

四
J¥. 



現
段
階
に
於
け
る
租
税
慢
系

四
月、

と
左
り
、
所
得
額
の
賃
貸
償
絡
に
封
ず
る
見
積
割
合
を
、
土
地
に
於
て
七
O
%
、
家
屋
に
於
て
六
O
%
、
平
均
六
五
%
と
踏
め
ば
、

土
地
及
び
家
屋
の
所
有
所
得
は

八
七
九
、
突
一
一
、
呈
四
国

と
な
る
。
之
を
現
行
所
得
税
に
於
け
る
第
三
種
所
得
中
不
動
産
所
得
に
比
ぺ
る
と
、

二
三
二
、
六
七
八

.
0五
一
闘
の
増
加
と
在
る

が
・
臨
時
財
政
経
情
調
忠
明
一
合
調
査
の
不
動
産
所
得
金
額
九
六
回
‘
一
五
三
、

C
C
C国
と
比
べ
る
と
、
八
四
.
一
九
O
、
四
六
六
国
滅
と

F

ヂ
ホ

7
d

。

-
J
'
 

此
計
算
は
特
に
粗
雑
た
推
算
の
上
に
立
っ
て
ゐ
る
が
、
農
業
所
得
は
形
式
的
に
一
膝
計
算
か
ら
除
外
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
此
計
算
は
先
づ
過
大
で
は
な
か
ら
う
。

(
一
一
)
資
本

JiJi 

手事

先
づ
預
金
、
貸
付
金
及
び
非
管
業
貸
付
金
を
推
計
す
る
。
昭
和
十
一
年
四
月
末
現
在
。

(
イ
)
普
通
銀
行
預
金

九
、
九
九
九
」
九
=
一
子
園

貯
蓄
銀
行
預
金

一
二
三
J
歪
千
闘

(
内
課
税
免
除
推
定
額
七
O
四
二
二
五
一
千
闘
)

右
の
外
個
人
貸
付
金
、
無
誌
等
を
推
計
加
算
し
て
課
税
金
額
を
算
出
す
れ
ば
、

(
ロ
)
線

コ一.二ニ、
Z

四
八
千
同

卒
均
利
率
三
八
刀
三
犀
と
す
れ
ば
、

(
ハ
)
支
沸
利
子
綿
計

=
一
九
へ
き
七
百
八
四
国



を
得
る
。

失
ぎ
に
、
会
枇
債
債
券
の
利
子
所
得
を
推
定
す
る
。

昭
和
十
一
年
十
月
末
現
在

(
イ
)
内

f責

Z込
cl 

言十

外

ヲ一一
L

M
出

A、
口

計十

最泡

平
均
利
率
=
一
・
八
%
と
す
れ
ば
、

(
ロ
)
支
捌
利
子
線
計

(
イ
)
と
(
ロ
)
y
t

に
よ
り

資
本
利
子
合
計

右
よ
り
昭
和
九
年
度
資
本
利
子
非
課
税
の
分

A 
cl 

牛
t

ユ一一
H
H

を
差
引
け
ば
、

課
税
資
本
利
子
支
挽
金
額
合
計

一
六
、
回
七
九
ベ
一
口
千
闘

て八六甲一、
O
八
六
千
国

一八
J
-
四
ニ
ベ

J

月
六
千
園

完也、
O
一一否、。四八国

一.
0
九
六
、
主
七

44ニ
閑

一DZ
J
ユ
六
二
三
悶

八
九
一
、
三
一
、
四
二
国

と
友
る
。
産
業
債
象
利
子
は
本
官
滑
に
於
い
て
は
原
則
と
し
て
課
税
す
る
も
の
と
す
る
。

次
ぎ
に
配
営
所
得
を
推
計
す
る
。

現
段
階
に
於
け
る
租
積
世
系

四
八
三



現
段
階
に
於
け
る
租
稔
世
系

四
八
四

昭
和
十
一
年
の
株
式
の
を
問
時
債
綿
額

{
イ
)
最
低
債
格
(
四
月
平
均
〉

一
口
、
六
三
百
寓
闘

最
高
偵
格
(
十
月
平
均
)

雲、
O
幽
阿
百
高
岡

平
均
時
慎
線
刻

一
二
、
豆
七
百
寓
悶
‘

明
湘
十
一
年
九
日
川
を
滋
準
と
ナ
る
株
式
利
畑
平
均

(
ロ
)
卒

均

手リ

廻

子
主
一
%

(
イ
)
と
(
ロ
)
と
に
よ
り
配
営
額
を
推
算
す
れ
ば
、

(
ハ
)
配

首-

市息

額

一、

=
0
1七六七
J
o
o
国

之
を
合
祉
、
普
通
銀
行
、
貯
蓄
銀
行
、
信
託
、
捻
保
付
枇
償
信
託
及
び
無
蓋
の
排
込
資
本
金
及
び
積
立
金
合
計
額

士
一
)
蹴
込
資
本
金
及
び
積
立
金

一O
J一
円
八
、
交
六
千
固

と
の
比
率
に
於
い
て
見
る
も
王
鵠
を
得
た
る
も
の
の
如
し
。

以
上
に
よ
り
資
本
所
得
を
線
計
す
る
と

(
イ
)
預
金
貸
付
金
利
子
所
得

=
一
九
九
、
き
セ
四
八
四
国

(
ロ
)
公
枇
債
債
務
利
子
所
得

円九七、
O
一
色
、
。
四
八
闘

(
ハ
)
(
イ
)
(
と
よ
り
非
課
税
利
子
を
差
引
た
る
利
子
所
得八

九
一
五
二
、
回
=
国



(
こ
配

話'

戸庁

得

一、一一
O
七、七六七
J
D
O
闘

(
ホ
)
綿

言十

そ
O
九
九
、
=
一
七
八
五
二
闘

と
な
る
。

配
営
所
得
は
合
枇
所
得
と
し
て
一
度
課
税
せ
ら
れ
、
更
に
株
主
に
支
出
怖
は
れ
る
際
源
泉
に
於
て
課
舵
せ
ら
れ
る
結
を
考
慮
し
て
、

現
行
臨
時
増
徴
案
に
於
け
る
如
く
、
例
へ
ば
二
割
を
按
除
す
る
等
を
趨
常
と
す
る
で
あ
ら
う

2

(
三
)
次
ぎ
に
管
業
所
得
を
推
計
す
る
。

替
業
収
品
祉
税
に
よ
る
昭
和
九
年
度
法
人
営
業
収
谷

去一一一、
o
一点、主一南側

之
に
謝
し
て
第
一
一
種
所
得
に
於
け
る
差
引
法
人
所
得
金
額
伐:;ー;;・

2
』

l

仰
H
F
-
2
~一一一

=
I
1
h
住

で
る
る
。
庭
が
、
主
税
局
年
報
に
よ
る
昭
和
九
年
十
二
月
末
現
在
の
配
営
額
は

普
通
舎
枇
配
首

八一
z
J
一
宍
、
七
九
王
国

同
族
舎
枇
配
営

阜
、
全
一
三
一
八
六
園

合

計

一、
O
六O
、九六九、一八一国

-
と
な
り
、
配
営
合
計
額
は
法
人
の
純
盆
金
よ
り
多
い
こ
と
と
な
る
。

後
掲
表
の
一
不
す
如
く
法
人
の
留
保
所
得
と
配
蛍
合
計
額
と
の
割
合
は
略
ぽ
二
劃
一
的
割
合
と
怠
っ
て
い
る
の
で
る
る
か
ら
、
主

税
局
統
計
に
上
る
法
入
管
業
純
牧
益
は

一
、
亮
一
、
四
歪
、
主
六
園

現
段
階
に
於
け
る
程
稔
鶴
系

四
八
五



現
段
階
に
於
け
る
租
枕
掛
系

四
八
六

と
な
ら
ね
ば
理
論
上
辻
棲
が
合
は
な
い
。

之
を
基
礎
に
、
前
一
不
の
法
人
梯
込
資
本
金
及
積
立
金
総
計

。
、
一
宍
八
、
六
八
六
千
回

K
劃
す
る
収
九
位
率
を
推
計
す
れ
ば

七
・
八
%

ト「一
H
J
Z叫
U

j
，
 

叱
う
士
、
L
R
E去
九
時
主
主
主
、
企
往
お
「
一
二
副
日
話
、

i
u
£

4
5
t
t
ノ

J
I
-
-
2
5
4
J
4
2
I
f

百
九
州
心
町
長
士
壬
佐

k
l司
件
見
ド
コ
-
Eげ

Y
0
3
叶

2
1こ
品
民
主
千
二
一
、

Z
1
ノ
ザ
円

F
J
-ニ
J
H
4
ペ
イ
」

1
f
F
4
-
9
4本
ι
去
一
一
一

n
u
c
r
u
d
-
r
J
E
U
-
B
十

Z
T一'
1
1

四
凹
¥
ル
a
I

n
H
j
f
 

業
の
牧
袋
率
h
q
一
求
む
れ
ば
、

五
・
五
%

と
・
な
る
。
今
、
法
人
掛
込
資
木
金
及
び
積
立
金
総
計
に
謝
す
る
昭
和
九
年
度
法
人
科
目
業
純
鋳
金
九
三
二
、

O
一
六
千
闘
の
割
合
を
、

個
人
偉
業
税
率
と
法
人
替
業
税
率
と
の
割
合
に
換
算
し
、
之
に
よ
り
個
人
倍
業
純
鋳
金
八
八
六
二
五
回
、
六
二
五
同
よ
り
個
人
皆

業
運
用
委
本
を
推
計
す
れ
ば
、

三
一
五
一
九
ぺ
五
八
千
闘

と
友
る
。
之
に
柿
の
五
・
五
%
を
乗
す
れ
ば
、
修
疋
法
人
日
営
業
所
得
に
割
腹
す
る
個
人
後
業
所
得
を
得
る
と
と
が
出
来
る
。
依
つ

て
替
業
所
得
合
計
額
は
、

(
イ
)
法
人
町
営
業
所
得

一
、
売
一
、
呈
一
二
、
室
六
闘

一、=八一一豆七
D
J
九
ロ
園

(
ロ
)
個
人
管
業
所
得

(

ハ

)

A、
D 

計

=、八七回、o=一品、九一六周

と
た
る
。

(
四
)
申
礼
申

c
に
勤
労
所
得
で
る
る
が
、
現
行
所
得
税
に
よ
る
第
三
種
所
得
中
、
動
持
所
得
は
左
の
通
り
で
あ
る
。



(
イ
)
俸
給
、
給
料
、
歳
費

四
四
一
、
七
八
一
号
八
九
甘
闘

(
ロ
)
賞

興

一
否
、
九
C
C
、八四八国

(
ハ
)
諸

給

flil. 

六
0.コ一七
0
4。才一国

( 

ー一) 

A、-
n 

ムーユ4

口

六
六
コ
一
門
)
室
、
ユ
四
八
関

整
理
案
に
よ
る
普
通
所
得
税
に
於
い
て
売
税
黙
は
著
し
く
引
下
げ
ら
れ
る
が
、
浪
費
抑
制
、
蓄
積
促
進
の
見
地
か
ら
格
除
僚
件
が

複
雑
に
な
っ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
控
除
額
は
多
〈
せ
ら
れ
る
か
ら
、
結
局
勤
持
所
得
に
於
け
る
有
設
課
税
所
得
は
大
差
を
生

や
る
こ
と
は
な
い
。
現
在
の
助
努
課
税
所
得
に
一
一
一

O
%
を
加
算
せ
る

八
六
一
、
宅
一
、
八
一
三
国

ピ
羽
根
内
氾
庁
守
=
ヨ
」
k
日

1
工
自
主
〔
J
b
?
っ。

叫

ztwド
'
J
4
T
一

U

Lノ正同市ゆ
A

t

t

u

-

d

t

l

(
五
)
最
後
に
白
由
業
所
得
と
無
鱒
動
産
(
相
績
税
法
に
い
ふ
と
と
ろ
の
も
の
と
同
じ
)
所
得
で
あ
る
が
、
之
に
設
営
す
る
所
得
は
‘
現

行
法
第
三
種
所
得
中

一
ュ
。
二
八
六
、
同
九
一
国

と
な
っ
て
ゐ
る
。
勤
持
所
得
と
同
じ
く
徐
り
動
か
友
い
け
れ
ど
も
、
所
得
を
住
居
、
自
動
車
、
家
庭
使
用
人
等
に
よ
り
五
乃
五
一

五
の
係
教
を
乗
じ
て
推
算
す
る
も
の
と
す
る
か
ら
‘
全
鎚
と
し
て
約
五

O
%方
増
加
す
る
も
の
と
見
て
宜
い
。
従
っ
て

自
由
業
及
び
無
鰻
動
産
所
得

一八
0
.
一一七九、七日一六回

と
な
る
。

以
上
に
よ
っ
て
所
得
を
線
計
す
れ
ば
・

現
段
階
に
於
け
る
租
積
佳
系

四
八
七



現
段
階
に
於
け
る
租
続
使
系

回
凡
人

山
土
地
及
家
屋
所
有
所
得

八
七
九
、
九
六
ニ
‘
耳
一
雷
同

(2) 
資

本

所

f早

一一、
O

九
九
」
一
七
八
.
三
一
国

(3) 
管

業

戸庁

才専

、八七回、
Q
一=一、九一六闘

(41 
被

傭

戸庁

ポ品

八六一、九七一ベ一一一一同

倒
自
由
党
及
無
関
動
産
所
得

一八
ou
一
一
七
九
、
吉
宗
国

市忠

4.
，
 

一コロ

ぺ
八
九
五
、
六
一
円
、
豆
一
九
園

今
奉
本
税
率
を
一
五
%
、
免
税
額
及
び
特
一
除
額
を
差
引
き
た
る
残
留
所
得
の
中
最
初
の
五
百
園
に
針
す
る
軽
減
税
率
を
基
本
税
率

の
三
分
の
一
、
即
ち
五
%
、
市
し
て
課
税
綿
所
得
額
に
針
す
る
有
殻
税
率
を
八
・
五
%
と
し
て
普
通
所
得
税
の
税
牧
入
額
を
見
積

れ
ば

耳
八
六
、
ゴ
モ
官
一
六
(
)
園

と
な
る
。

こ
れ
よ
り
一
二
%
の
梯
戻
を
在
す
と
す
れ
ば
、
普
通
所
得
税
の
賓
牧
額
は

至
モ
克
=
、
O

七
七
闘

と
・
な
り
、
臨
時
増
徴
法
に
よ
る
所
得
税
牧
入
見
積
穎
に
比
し
約
八
千
四
百
寓
園
の
増
収
と
な
る
。

B
、

附

加

所

得

税

昭
和
九
年
の
闘
民
所
得
を
内
閣
統
計
局
の
推
計
に
依
っ
て

二
J
一
巳
.
一
五
六
千
園

と
す
る
。
図
民
の
貯
蓄
率
は
、
闘
民
の
消
費
生
活
に
謝
す
る
態
度
に
よ
り
著
し
く
年
代
に
ょ
っ
で
相
違
し
、
甚
し
き
は
貯
蓄
の
図

民
所
得
に
針
す
る
比
率
七
%
と
い
ふ
低
率
の
時
も
る
り
、
反
射
に
二
五
%
と
い
ふ
高
率
に
達
す
る
時
も
あ
る
。
今
国
民
の
平
均
貯



蓄
率
を
一
五
%
と
す
れ
ば
、
貯
蓄
額
は

一.六八七、
o
t
t
一
千
厨

と
な
り
・
従
っ
て
消
費
所
得
額
は

占ぺ主ハ

o
d八=一千国

と
友
る
。
前
掲
所
得
税
見
積
中
推
計
せ
る
と
こ
ろ
に
従
へ
ば
、
昭
和
九
年
度
家
屋
賃
貸
債
格
の
綿
額
は

一
五
七
回
、
七
央
、
一
八
一
因

で
あ
る
が
、
後
掲
表
の
示
す
や
う
に
家
計
支
出
に
於
凶
り
る
住
居
費
支
出
の
占
む
る
割
合
が
、
蓄
積
を
家
計
支
出
に
含
め
る
と
き
一

五
%
と
友
り
、
然
ら
ざ
る
と
き
は
一
八
%
と
な
る
事
費
か
ら
推
す
と
右
の
消
費
所
得
総
額
の
推
計
は
略
ぽ
疋
鵠
を
得
た
る

b
の
と

た
る
。今

町
村
枕
戸
仙
批
判
別
賦
課
を
受
け
る
戸
散
を
七
一
八
障
と
概
算
し
、

一
戸
賞
。
最
低
消
変
額
を
年
一
千
二
百
闘
と
す
れ
ば
、
陣
除

ji)U 
者1¥

し、、
T

・4

、r
t
t
H
3
け
刊
は
川

ノ
プ
↑
プ
寸
卜
時
ド
H
W
U

と
な
り
、
従
っ
て
課
枕
消
費
所
得
純
傾
は

九
四
回
、

O
八
三
千
岡

と
な
る
。

つ
ま
り
此
の
金
額
は
普
通
の
消
費
支
出
を
超
過
す
る
浪
費
支
出
雲
ロ
『

E
E
)
に
相
首
ず
る
の
で
る
る
。
之
に
一
O
%
乃

至
五
O
%
の
超
過
額
累
進
税
を
課
税
す
る
の
で
あ
る
が
、
課
税
額
は
住
居
、
別
荘
、
自
動
車
、
家
庭
使
用
人
等
の
外
形
標
準
に
よ

り
査
定
す
る
こ
と
己
遁
の
通
り
で
あ
る
。
此
の
平
均
税
率
二
O
%
と
し
て
税
牧
額
を
見
積
れ
ば
一
八
八
‘
八
一
六
、
六
O
O
闘
、
ど
な

る。
本
税
は
本
説
の
補
充
殺
と
し
て
-
新
設
す
る
遊
興
消
費
支
出
税
と
共
に
地
方
財
政
調
整
交
付
基
金
に
繰
入
れ
、
家
屋
税
本
税
、
附

加
税
及
び
戸
数
割
軽
減
に
よ
る
地
方
財
政
牧
入
滅
を
補
宏
す
る
も
の
と
す
る
。

現
段
階
に
於
け
る
租
穂
積
系

四
八
九



現
段
階
に
於
け
る
租
稔
掛
系

四
九

ο

c
、

超

過

利

得

税

現
行
の
法
人
超
過
利
得
税
は
所
得
税
改
正
に
よ
っ
て
詰
然
消
滅
す
る
が
、
向
臨
時
利
得
税
を
撤
陵
し
‘
之
に
代
る
も
の
と
し
で
新

に
超
過
利
得
税
を
創
設
す
る
。

巳
に
推
計
せ
る
庭
に
よ
り

法
人
運
別
資
本

o
J
一
六
八
五
会
ヰ
，
陶

t
、
F
L
i
t
-
二

川
駅

j
i
m時
肝
油
引
斗

品、一
;
h
、t
E
ヘp
f
市川

Z
F
J
F
J
-
f
z
u
u
 

戸、
口

三十

豆
、
六
八
八
、
引
四
回
千
閤

と
な
る
。
舎
枇
年
鑑
等
に
上
っ
て
翻
れ
ぽ
、
運
用
資
本
線
額
に
封
し
五
%
以
下
の
牧
谷
傘
を
示
す
も
の
全
般
の
八
O
%
に
及
ぶ
。

今
平
均
牧
日
系
恭
一
・
を
五
%
と
し
て
会
牧
釜
繍
を
計
算
す
れ
ば

(
イ
)
揖
日

通

手。

1早

ニ、一八四、四一一七三
0
0
闘

と
友
る
。
然
る
に
符
業
所
得
は
普
通
所
得
税
に
於
い
て
推
計
せ
る
と
こ
ろ
に
従
へ
ば

、八七円。一三、九一六同国

で
あ
る
か
ら
、

と
れ
よ
り
(
イ
)
を
柊
除
せ
る
額

円八九、尻九六.七一六回

は
超
過
利
得
J
見
る
と
と
が
出
来
る
。
普
通
利
一
位
家
・
を
も
っ
て
算
出
せ
る
普
通
利
得
を
柊
除
せ
る
超
過
利
得
に
一
O
%
、

五

%
、
二
O
%
の
階
段
比
例
税
を
課
税
す
る
と
す
れ
ば
、
税
牧
見
積
額

を
得
る
。

一D
2
一、堅一九、五口七同国



D
、
遊
興
費
支
出
舵

昭

和

八

年

度

(
イ
)
貸
庖
敷
町
営
業
者

一門)、=八一

点目

妓

司
O
M

、三コュ

E
プ

三

C--

貸
底
敷
-
属
人

一一
t
.
一
吉
七

(
ロ
)
一
ヶ
年
貸
属
敷
遊
客
数

一
一
四
、
九
一
一
で
き
四
人

遊
興
消
費
制
推
定

ニ
四
九
、
三
一
品
、
O

回
。
国

ヘ
内

J
f山手
r

p

，、
1
4

立主

"品
I.H! 

~~ 

一コ‘，
U
司
、

丸
、
フ
ロ
フ

重革

妓

七
回

J

一cc人

飲

食

底

一
五
九
、
Z
同(〕

育甘

k帯

会
、
売
C
人

F十

理

j屋

J汽
三三

Cコ
命

i寺

メ入
仁3

茶

屋

四、

Q
二

(
三
遊
興
営
業
場
総
数

一
五
七
、
六
金

翠
娼
妓
酌
婦
等
線
数

3・て

;ft. 
;ft. 

人

(
ホ
)
旋

人

宿

四
九
‘
王
五
一
一

段
段
階
に
於
け
る
租
挽
値
系

l2Q 
1L 



現
段
階
に
於
け
る
租
税
世
系

銭

f谷

揚

泉

四

六4

.::;:. • -" 

--・，.." 

(
回
)
を
基
準
会
し
遊
客
数
、
遊
興
消
費
支
出
を
推
計
す
れ
ば
、

一
ヶ
年
遊
客
数
推
計

一
ヶ
年
遊
興
消
費
支
出
推
計

zz、一
o
七、
2
3人

1
4
3
1
5白
区
、
2
4

ココ川副

-
士
三
一
ヨ
三
昌
三
亡
亡
時
V

之
に
階
段
比
例
税
と
し
、
平
均
税
率
一

O
%
と
し
て
課
税
す
れ
ば
、
本
税
収
入
見
積
額
は
(
脱
税
五

O
%
と
見
て
」

夫
、
コ
一
守
主
Jt同
四

る。と
な
る
。
本
税
を
地
方
交
付
基
金
に
繰
込
み
、
家
屋
税
、
戸
数
割
駿
止
に
よ
る
地
方
牧
入
減
を
填
補
す
る
と
と
前
惑
の
濁
り
で
あ

E
、
切

符

税

昭

和

八

年

度

(
イ
)

活

動

需

真

館

臨常

産H寄

言定時言宝時設時

実ー

ー""ズ売
、ーー----

観
覧
人
員
一
年

(
内
子
供

観
質
料
推
計

三一五
J

一
六
六
千
人

耳四五
O
一
千
人
)

望
.
0
皇
千
園

""ュ r、
ヨ三 支

観
覧
人
員
推
計

一
円
一
三
塁
千
人

観
覧
料
推
計

八一
.
0
五
六
千
園

一
三EξE
E司ノ、

E司一'"2 
、~戸.一P 

視
覚
人
員
推
計

三
五
八
八
千
人

観
覧
料
推
計

岡
、
三
九
千
周



観

物

設

1・
三E
四 三五
位司 プ.. 
、ーーー~

時

遊

蔵

場

菜、皇一一

(
ロ
)
昭
和
八
年
度
視
覚
料
綿
計

之
に
二
%
を
加
算
し
て

(
ハ
)
昭
和
十
一
年
度
観
覧
料
推
計

階
段
税
と
し
平
均
税
率
一
O
%
と
す
れ
ば
税
牧
見
積
額

之
に
渇
雰
寄
円
上
役
准
計

を
加
算
し
て

切
符
税
見
積
綿
額

視
覚
人
民
推
計

四五、
o望
千
人

以
上
三
税
操
入
に
よ
る
地
方
財
政
交
付
基
金
は
、

を
得
る
。
本
税
も
附
加
所
得
税
補
充
枕
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
役
牧
は
地
方
財
政
交
付
基
金
に
繰
入
る
べ
き
も
の
と
す
る
。

(
イ
)
附
加
所
得
税

(
目
)
遊
興
消
費
支
出
役

(
ハ
)
切

符

枕

現
段
階
に
於
け
る
租
積
偉
系

観
覧
料
推
計

四
五
O
回
千
国

観
覧
人
員
推
計

=
四
.
一
完
廿
千
人

期
質
料
推
計

一
一
.
雪
一
九
千
園

一一毛
J
一
芸
千
園

月四

.t=七
千
閲

一
六
、
四
主
千
閤

旬、、五ココ
F

「
司
国

ユ一一五
t
一一千園

一八八ぺ一六、六
0
0
国

五八
J
一一六、主主園

一一一一五主
.
8
0
国

四
九



現
段
階
に
於
け
る
租
税
関
系

ノ、
口

i.i十

完
五
一
五
五
六
五
国

F
、
資

本

続

現
在
の
牧
続
税
を
吏
め
て
、
(
一
)
不
動
産
資
本
税
、
(
二
)
動
産
資
本
税
及
び
(
コ
一
)
持
業
資
本
税
の
三
と
す
る
。

(
一
)
不
動
産
資
本
税

自
治
十
手
』
一

3
↓
ヨ
見
生
つ

L
也
7
l
sべ
費
名

H

j

;

j

;

l

f
一

1
2
b
j
J
A
i
-
f
4

一、七一一一司
1
U
2
2
1
-
コ一一弓同国

i

-

l

o

b

-

-

一

:

ー

ー

普
通
所
得
枕
に
於
い
て
推
定
せ
る
一
家
屋
賃
貸
債
格

一
、
六
七
回
、
七
四
八
二
八
一
園

右
合
計
金
額
は

一て回
O

九
、
四
七
一
J
八
四
国

と
な
る
。
今
此
の
賃
貸
債
絡
線
額
を
二
一
%
の
利
率
に
て
還
元
す
れ
ば
、
不
動
産
資
本
の
推
定
締
額
は

二百一.六四九、口四一一ベ
C
C
国

と
な
る
。

税
率
を
寓
分
の
一
乃
至
高
分
の
十
の
累
進
税
と
し
、
最
低
課
税
資
本
額
を
一
寓
閣
と
し
て
課
税
す
れ
ば

不
動
産
資
本
税
牧
入
見
積
額

三
、
主
九
、
八
C
八闘

と
な
る
。

(
二
)
動
産
資
本
税

普
通
所
得
税
に
於
い
て
算
出
せ
る

(
イ
)
曾
壮
、
銀
行
、
信
託
、
知
県
輩
等
の
梯
込
資
本
及
び
積
在
金
合
計

四
九
四



。、=一六八
w

六
八
六
千
国

(
ロ
)
預
金
、
貸
付
金
、
貸
付
信
託
等
合
計

一
司
、
五
四
七
.
歪
一
一
千
闘

(
ハ
)
公
社
債
偵
察
等
合
計

(ベ
C
円
、
き
一
千
国

戸、

) 

メ ¥
口

i
i
 

一-一日

五O
、
七
三
五
0
4
A
・子園

税
率
を
古
門
分
の
一
乃
至
高
分
の
十
と
し
、
最
低
課
税
資
本
額
を
一
高
闘
と
し
て

動
産
資
本
税
見
積
牧
入
額

c
J
一
八
九
二
吉
岡

と
な
る
。

(
コ
一
)
営
業
資
本
舵

普
通
所
得
税
に
於
い
て
算
出
せ
る

(
イ
)
法
人
山
営
業
遁
用
資
本

。
、
=
一
六
八
、
六
八
六
千
園

(
ロ
)
個
人
叫
営
業
運
用
資
本

三
五
一
九
、
八
五
八
千
園

合

ふ
l

if--
一一一一主

豆
、
六
八
八
正
四
四
千
嗣

税
率
を
法
人
個
人
共
高
分
の
一
乃
至
高
分
の
十
と
し
、
最
低
課
税
資
本
額
を
一
高
閣
と
す
れ
ば
日
営
業
資
本
税
見
積
額

一E
J

C
一一(正式=一園

と
な
り
、
資
本
税
見
積
線
額

五
六
」
一
一
五
五
三
一
園

G
、
交

通

税

現
段
階
に
於
け
る
租
税
措
系

四
九
五



現
段
階
に
於
け
る
租
稜
鱒
系

四
九
六

本
税
は
他
の
消
費
支
出
と
椿
衡
を
得
せ
し
む
る
目
的
を
以
て
新
設
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
槌
そ
の
課
税
方
法
は
奮
殺
に
準
A
V

る
。
但
し
乗
車
舶
税
基
本
税
率
は
五

O
哩
未
満
二
銭
(
三
等
)
、
二
十
銭
(
一
一
等
)
、

五
十
銭
こ
等
」
と
し
、
階
段
殺
と
す
る
。

昭
和
八
年
度

鍛
道
乗
客
人
民
線
数

へ
四
一
五
一
五
五
一
内
人

推

定

税

収

初

一
四
ベ
会
、
。
六
回
一
国

質
問
孤
軌
道
乗
客
λ
員
総
数

一、ぎ一三一九.一一一在一人

枕

牧

見

積

額

一
七
ぷ
一
回
ベ
oc園

汽
舵
乗
客
線
数

四
一
、
一
完
、
首
O

人

税

牧

見

積

額

一J
コ
一
回
、
室
四
国

従
っ
て
稔
牧
見
積
額
合
計

四回、
O
三
五
九
八
回

を
得
ぺ
し
。
向
電
気
軌
道
は
市
街
地
軌
道
に
つ
き
一
銭
と
し
、
馬
車
、
人
力
軌
道
は
免
税
と
す
る
。

本
税
は
消
費
支
出
の
権
衡
上
課
税
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
趨
省
消
費
支
出
の
軽
減
に
充
蛍
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
織
物
消

費
税
、
葬
酒
税
、
清
涼
飲
料
税
、
清
酒
造
石
税
等
は
従
っ
て
一

O
%方
軽
減
せ
ら
る
る
で
あ
ら
う
。


